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開    会 

 

○笹瀬会長 おはようございます。ただいまから、電波監理審議会を開会いた

します。 

 本日の４月期の会議につきましては、委員各位のスケジュール等を踏まえま

して、電波監理審議会決定第６号第５項のただし書に基づきまして、委員全員

がウェブでの参加とさせていただきました。 

 最初に、前回の議事について御報告させていただきます。前回開催の第１１

４１回電波監理審議会は、電波監理審議会決定第８号第１項による「緊急その

他やむを得ない事情がある場合」に該当するものとしまして、諮問第１２号、

日本放送協会令和７年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可につきま

して、文書による審議を行っております。 

 審議の結果、委員全員からの了承をいただきました。そのため、諮問第１２

号につきましては、諮問のとおり、令和７年４月１日付で認可することが適当

との答申を行っております。 

 以上が、第１１４１回電波監理審議会の報告となります。 

 続きまして、本日の議題に移ります。本日の議題はお手元の資料のとおり諮

問事項が２件、報告事項が１件となっております。 

 それでは、議事を開始いたしますので、情報流通行政局の職員の方に入室す

るよう、御連絡をよろしくお願いいたします。 

 

（情報流通行政局職員入室） 
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諮問事項（情報流通行政局） 

 

（１）無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一

部を改正する省令案等（ＦＭ放送用周波数の拡充に係る制度整備）（諮問第１３

号） 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を開始いたします。諮問第１３号、無線設備規則

及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案

等（ＦＭ放送用周波数の拡充に係る制度整備）について、村上放送技術課長か

ら、御説明をよろしくお願いいたします。 

○村上放送技術課長 それでは改めまして、諮問第１３号、無線設備規則及び

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案等

（ＦＭ放送用周波数の拡充に係る制度整備）について御説明をさせていただき

ます。 

 １ページ目、第１項目、諮問の概要になります。デジタル時代における放送

制度の在り方に関する検討会、この検討会は、令和３年１１月から開催されて

おりまして、直近では、昨年１２月に第３次取りまとめが行われております。 

 この第３次取りまとめの中で、ラジオ放送に関する取りまとめも行われてお

りまして、ＡＭ放送の経営の選択肢として、ＦＭ転換またはＡＭ放送のエリア

を補完するためのＦＭ補完中継局を設置するに当たり、ＦＭ放送用の周波数を

確保することについて、必要なニーズ調査を実施した上で、現在の上限値であ

ります９５ＭＨｚを超えた帯域においても、既存のＦＭ事業者を含めて使用で

きるようにすることが適当となったところでございます。 

 こうした議論を受けまして、総務省では、ＡＭ放送事業者、それからコミュ

ニティ放送を除くＦＭ放送事業者に対しまして、ニーズ調査を実施いたしまし
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た。その結果、ＦＭ放送用の周波数として、４ＭＨｚを拡張することで、寄せ

られた事業者のニーズに対応できる見込みを得たことから、今般、ＦＭ放送用

の周波数帯の上限を９５ＭＨｚから９９ＭＨｚに引き上げることとし、無線設

備規則等の関連する規定を整備するものでございます。 

 ２項目でございます。改正の概要でございますが、最初の３項目につきまし

ては、ＦＭ放送用の周波数の上限を引き上げるもので、それぞれの無線設備規

則、基幹放送用周波数使用計画と、それに関する告示の該当する箇所を修正す

るものでございます。 

 ４項目は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、注釈

にあるＦＭ放送用の周波数帯の記載例を修正するものでございます。 

 ５項目は、今回の改正等とは直接関係ありませんが、ワイドＦＭ用の周波数

の使用について注記されている部分に関しまして、現状において不要な記載と

なっている部分がございましたので、これを削除するものでございます。 

 ３の施行期日につきましては、答申をいただいた場合には速やかにというこ

とで予定をさせていただいております。 

 ２ページ目を御覧ください。４ 意見募集の結果でございます。昨年１２月

２０日から本年２月１０日までの間、意見募集を実施いたしまして、１７件の

意見の提出がございました。おおむね賛成の意見が多かったところでありまし

て、今回の意見募集を踏まえた改正案の修正はございません。また、意見募集

で寄せられた意見と総務省の考え方につきましては、７ページ以降で改めて御

紹介をさせていただきたいと思います。 

 ３ページ目を御覧ください。先ほどお話ししましたデジタル時代における放

送制度の在り方に関する検討会の取りまとめ、第３次の内容でございます。 

 ＦＭ転換等にございますとおり、ＡＭ放送における経営の選択肢として、制

度面でＦＭ転換を可能とすることが適当であり、まずは、ＡＭ局廃止から段階
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的に取り組むことを可能とすることが適当、また、ＦＭ放送用の周波数につき

ましては、必要なニーズ調査を実施した上で、９５ＭＨｚ以上の周波数帯をＦ

Ｍ放送用の周波数として、既存のＦＭ事業者等を含めて使用可能とすることが

適当とされたところでございます。 

 次のページでございます。こうした状況を踏まえまして、総務省で実施した

ニーズ調査、需要調査の結果の概要でございます。調査と致しましては、２項

目にございますとおり、ＡＭ事業者、それからコミュニティ放送を除くＦＭ放

送事業者、全基幹放送事業者に対して実施をいたしました。 

 調査内容といたしましては、ＡＭ事業者に対しては、整備目的別の中継局の

整備の見込み、ＦＭ事業者に対しては、中継局の増設の見込み、また、双方に

対しまして、想定する放送区域、それから中継局の規模といたしまして、想定

する出力というものを調査しております。 

 期間といたしましては、昨年の６月５日から７月４日までの１か月間で行い

まして、検討を進めてまいりました。 

 結果は５ページ目でございます。同様の調査を令和３年度にも実施しており

まして、このときよりも多くの需要が寄せられました。こうしたことから、現

状のＦＭ周波数帯では賄い切れないと想定される需要が存在することが明らか

になりました。 

 具体的に申し上げますと、１９社から７０局ということでございまして、Ａ

Ｍ放送事業者のＦＭ補完用中継局としては６３局、ＦＭ事業者の中継局の増設

が７局寄せられたところでございます。 

 地域別で申し上げますと、東北の２０局が一番多くございまして、このため

には、新たに周波数を確保していくことが必要であるということでございます。

また、既に逼迫している状況であります関東におきましても、１３局ではござ

いますが、１００Ｗから１ｋＷということで、非常に大きな電力を消費する中
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継局の希望がございまして、こちらについても、正しく周波数を確保していく

必要があるということでございます。また、中国地域でございますが、こちら

は１７局でございますが、対岸の四国も含めた調整が必要ということで、周波

数の確保が必要ということでございました。 

 結果といたしましては、具体的には、帯域幅として４ＭＨｚ程度があれば、

今回の需要に対応できる見込みという結論を得たところでございます。 

 ６ページ目でございます。下段にあります周波数の図において青の点線で示

しておりますとおり、これまでのＦＭ放送用の周波数帯として規定しておりま

す、７６ＭＨｚから９５ＭＨｚに加えまして、９５ＭＨｚから９９ＭＨｚの４

ＭＨｚ幅を拡張することとしております。 

 また今回、拡張する周波数一帯におきましては、県域、コミュニティ、臨災

局、ＦＭ補完の区別なく使用できることとしております。 

 ７ページ目を御覧ください。意見募集の結果について御説明をさせていただ

きます。事業者・団体から５件、個人から１２件、計１７件の意見をいただき

ました。主な意見と、その御意見に対する総務省の考え方を２件ほど御紹介さ

せていただきたいと思います。 

 まず１件目でございますが、意見ナンバー１、民放連から頂戴した意見でご

ざいます。１項目めでは、民法事業者の要望を踏まえたものであり、妥当と。

それから、２つ目では、実際の割当てに当たっては、民法各社の意見や需要を

踏まえてほしい旨の要望をいただいたところです。３項目におきまして、一部

のラジオ受信機は９５ＭＨｚまでに対応しているため、ＦＭ放送の周波数の上

限の見直しに当たっては、行政によるリスナーや受信機メーカー等への積極的

な周知が必要といった御意見をいただきました。 

 総務省の考え方といたしましては、まずは、本案への賛同意見として承る旨、

また、周波数の割当て及びリスナー、受信機メーカー等への周知に当たっては、
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適切な対応を行っていく旨を回答させていただいております。 

 １１ページ目を御覧ください。個人の意見の１４番目の御意見になります。

こちらでは、世界的に１０８ＭＨｚまでＦＭ放送で使われているため、９９Ｍ

Ｈｚまでと言わず、１０８ＭＨｚまで拡張すべき、また、１０８ＭＨｚまで受

信できるようにするなど、業界団体等に要請すべきといった御意見を頂戴して

おりまして、個人の方からは、同様の意見を数件頂戴しております。 

 総務省の考え方といたしましては、周波数の割り当ては必要最小限とするべ

きものであることから、今回の拡充に当たりましては、各放送事業者への需要

調査を踏まえた４ＭＨｚとしている旨、また、受信機メーカー等への周知に当

たっては、適切な対応を行っていく旨を回答としております。 

 詳細な規定ぶりについては、御説明を省略させていただきたいと思います。 

 説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、御質問、御意見をよ

ろしくお願いいたします。大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。適切な改正内容だと思いますので、同意をいたし

ます。 

 また、引き続きＡＭ、ＦＭのそれぞれの聴取者の利便性の確保や、ＡＭ、Ｆ

Ｍ放送の事業者の経営の安定性のバランスを取りながら各施策を進めていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。村上さん、よろしいですか。 

 それでは、長田委員、よろしくお願いいたします。 

○長田委員 長田です。ありがとうございます。御提案には賛成いたします。 

 お願いというようなことになりますけれども、今、世の中では大規模な災害

が起こることも予想して、いろんな準備を図るように、いろいろなところで広
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報が進められています。その中に、ラジオの準備というのも大きく入っていま

す。１つ課題として考えているのは、ＦＭ転換などで、ＡＭ波は入っていたけ

れども、ＦＭ波がうまく入らない山間地などの現状があると聞いておりますの

で、そこは何とか「ラジオでまずは情報を入れようと思ったけれども、うちは

入らないのよ」ということにはならないような、何か技術的な工夫を進めてい

ただければいいなと思っています。 

 それとプラスして、ラジオを聴く機器を、ふだんは聞いていなくて、そうい

う災害用に準備をしているという場合、ＦＭ波が入らないものが、まだ備蓄さ

れているというような状況もあると思いますし、また、今回の電波が入らない

ものがあるということも御意見の中にありましたので、そういうことも含めて、

丁寧な広報を進めていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、西村委員、いかがで

しょうか。 

○西村委員 西村でございます。御説明ありがとうございます。適切な制度整

備と考えております。ぜひ、民放連からの意見にございますとおり、民放ラジ

オ各社の個別の事情を踏まえまして、経営状況のみならず、ラジオの国民に対

する役割、機能というものも考えながら、御対応をお願いできればと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○笹瀬会長 ありがとうございます。村上さん、何かコメント等はありますか、 

○村上放送技術課長 マイクの調子が悪くて、お答えができておりません。大

久保会長代理、それから長田委員、それから、西村委員にいただきました御意

見につきましては、我々としてもちゃんと受け止めまして、対応していきたい

と思っております。 
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 簡単ですが、以上でございます。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。それでは、矢嶋委員、いかがでしょう

か。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございます。私も改正には賛同いたします。 

 やはり１点、将来的に周波数の拡充というのを見据えた上で、１０８ＭＨｚ

まで対応できるように、メーカーへの周知というのを徹底していただければと、

このように考えております。よろしくお願いいたします。 

○村上放送技術課長 ありがとうございます。受信機の普及というのは、非常

に重要な観点だと思っております。災害でも、そういうのを使っていただける

ためには、ここの１０８ＭＨｚまでの受信ができる受信機というものを広めて

いくということは非常に重要だと思っておりますので、そこにつきましては、

迅速かつ丁寧に、業界団体、あるいは個別の各社、あるいはリスナーの方々に

周知していきたいと思っております。引き続き、よろしくお願い申し上げます。 

○矢嶋委員 ありがとうございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私からも、矢嶋委員と同じ考え方で、今回は９９ＭＨｚまでの帯域拡張の意

味はよく分かるんですけれども、これが車のカーナビとかになると、やはり車

を買うのが１０年ぐらいの周期になるとすると、一旦買って、後で聴かれない

という状態は良くないと思います。現状の周波数は９９ＭＨｚまでですが、１

０８ＭＨｚまで引き上げる可能性があるわけで、受信機に関してはそういうこ

とに対応できるように、例えば、ソフトウエアで対応できることも含めて事業

者やメーカーの方に御周知いただければありがたいと思います。よろしくお願

いします。 

○村上放送技術課長 ありがとうございます。まさに受信機のほうは、ユニバ

ーサルに対応ということが必要だと思っておりますので、御指摘を踏まえて、
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周知徹底を図ってまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。その他、追加の御質問、御意見は

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第１３号は、諮問のとおり改正することが適当であるという

旨の答申を行います。どうもありがとうございました。 

○村上放送技術課長 ありがとうございました。失礼いたします。 

○笹瀬会長 それでは、以上で情報流通行政局の議事が終了いたしましたので、

情報流通行政局の職員の方は、御退室をよろしくお願いします。 

 続いて、総合通信基盤局の議事に入りますので、総合通信基盤局の職員の方

に入室するよう、御連絡をよろしくお願いいたします。 

 

（情報流通行政局職員退室） 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（２）電波法施行規則等の一部を改正する省令案等（ＲｅｄＣａｐ／ｅＲｅｄ

Ｃａｐの導入等に向けた制度整備）（諮問第１４号） 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。 

 諮問第１４号、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等（ＲｅｄＣａｐ

／ｅＲｅｄＣａｐの導入等に向けた制度整備）につきまして、小川移動通信課

長から、御説明をよろしくお願いいたします。 

○小川移動通信課長 移動通信課長の小川でございます。 

 それでは、諮問第１４号を説明資料に基づきまして御説明申し上げます。た
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だいま、御紹介がございましたように、本件、電波法施行規則等の一部を改正

する省令案（ＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐ導入等に向けた制度整備）でござ

います。 

 まず、１番の諮問の概要でございますが、携帯電話システムを活用したＩｏ

Ｔデバイスの数が急増する中で、今後、ブロードバンドＩｏＴの比率も増大す

るということが予測されております。既存の第４世代移動通信システム、４Ｇ

用のＩｏＴデバイスに加え、５Ｇ、第５世代移動通信システム用のＩｏＴデバ

イスの早期利用に向けた制度化が期待されているところでございます。 

 移動通信システムの国際標準化機関でございます、３ＧＰＰにおきましても、

５Ｇ用のＩｏＴデバイス向けの技術仕様として、ＲｅｄＣａｐ、これは、Ｒｅ

ｄｕｃｅｄ Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙの略でございますが、それから、ｅＲｅｄＣ

ａｐ、これは、ｅｎｈａｎｃｅｄ ＲｅｄＣａｐの略でございますが、これらの

規格が策定されたところでございます。 

 こうした背景を踏まえまして、今般、情報通信審議会におきまして、このＲ

ｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐに関する技術的条件の策定に向けた検討を行いま

して、昨年１２月に第５世代移動通信システムの高度化、ＲｅｄＣａｐ、ｅＲ

ｅｄＣａｐに関する技術的条件について、同審議会から一部答申を受けたとこ

ろでございます。これを踏まえまして、本件は、ＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａ

ｐの導入等に向けた制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する

ものでございます。 

 ２番の改正概要でございますが、この制度整備に関しまして、無線設備規則、

それから電波法施行規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に

ついて制度整備を行うことにつきましては、本件の諮問事項に該当いたします。 

 ２ページ目に移りまして、その他、無線局免許手続規則等につきまして、所

要の規定の整備を行うものでございます。 
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 ３番の施行期日でございますが、答申をいただいた場合は、速やかに関係省

令等を改正予定としてございます。 

 ４番の意見募集の結果でございますが、本件に係る意見募集の手続につきま

しては、本年１月３０日から２月２８日までの期間において実施をしたところ

でございます。意見の提出が、６件あったというところでございます。これに

ついては、後ほど御説明をさせていただきます。 

 それでは、資料３ページを御覧いただければと思います。先ほど申し上げま

した、携帯電話システムを活用したＩｏＴデバイスでございますけれども、２

０２０年代の１０年間におきまして約３.９倍の増加が見込まれているという

状況でございまして、その中でもブロードバンドＩｏＴの比率は、６２％に増

大することが予測されているというところでございます。第５世代移動通信シ

ステム、５Ｇを活用した製品の対応が求められているという状況でございまし

て、先ほど御説明いたしました、５Ｇ用のＩｏＴ技術といたしまして、Ｒｅｄ

Ｃａｐ、ｅＲｅｄＣａｐが３ＧＰＰで標準化されたところでございます。 

 こうした技術につきまして、このページの下の図でお示ししておりますけれ

ども、監視カメラであるとか、あるいは、ウェアラブルデバイス、産業向け無

線センサー、スマートグリッド等の分野での活用が期待されているところでご

ざいます。 

 こうした背景を踏まえまして、情報通信審議会において、技術的条件につい

て御検討いただきまして、その答申を踏まえて制度整備を行うものでございま

す。 

 ４ページを御覧ください。携帯電話システムを活用したＩｏＴデバイス数の

推移を、予測を含めてお示ししているものでございますが、一番左の２０２０

年から、一番右の２０２９年の予測値までの間、この２０２０年代に、ＩｏＴ

のデバイスの数が、約３.９倍に増加するということが見込まれているといっ
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た予測がございます。 

 このうちのオレンジのところが、ブロードバンドＩｏＴということで、４Ｇ

のシステム、あるいは、５Ｇのシステムを使ったブロードバンドＩｏＴの数の

内訳を示しておりますけれども、特にこのブロードバンドＩｏＴの割合が増え

るということが予測されているところでございます。 

 ５ページを御覧ください。このＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐの技術の概要

をお示ししておりますが、５Ｇの技術を活用いたしまして、ＩｏＴ向けに低コ

スト、それから低消費電力を実現するという観点から、５Ｇの機能を一部削減、

制限するという形で、低コスト化、低消費電力化を実現しているものでござい

ます。 

 具体的には、左上でございますけれども、通信に用いる帯域幅を狭くして消

費電力を低減させる技術であるとか、その右でございますが、間欠的な信号の

受信をすることによりまして、受信していない間は、一部の機能を停止させる

ことにより消費電力を抑える技術、左下でございますけれども、送信と受信を

同時に行わないことで、端末の構造を簡素化するということによりまして低コ

スト化を実現する技術、また、右下でございますが、受信機のアンテナの数を

制限するといったような、受信機能の制限によりまして、消費電力の低減、低

コスト化を実現する技術、こういったものが実装されているところでございま

す。 

 ６ページを御覧いただければと思います。このＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａ

ｐの導入に関しまして、従来の５Ｇシステムと比較して、共用の検討を情報通

信審議会で行った結果をお示ししております。ＲｅｄＣａｐにつきましては、

５Ｇと基本的には同じ仕様、または、占有周波数帯幅が狭くなるのみであると

いうことから、新たな共用検討は不要との結論を得ているところでございます。 

 具体的な検討項目につきましては、この表でお示しをしております。詳細な
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説明は割愛をさせていただきますが、表の一番右のところ、共用検討必要性の

考察のところを御覧いただければと思いますけれども、いずれも新たな共用検

討は不要との結論を得ているところでございます。 

 こうした結論を踏まえまして、７ページ、ＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐの

技術的条件、仕様を整理しているところでございます。これにつきましては、

詳細の説明を省略させていただきます。 

 続きまして、８ページでございますが、今般の制度整備の概要でございます。

情報通信審議会からの一部答申を踏まえまして、第５世代移動通信システム用

のＩｏＴ規格でございます、ＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐの導入等のため、

電波法施行規則等の改正を行うものでございます。冒頭で申し上げましたよう

に、この改正案につきましては、本年１月３０日から２月２８日までの間、意

見募集の実施をいたしました。 

 まず、電波法施行規則につきましては、特定無線局の無線設備の規格に、新

たにＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐの規定を追加するもの。 

 それから、無線設備規則につきましては、５Ｇ端末の技術基準におけるＲｅ

ｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐに関する規定を追加するもの。 

 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則につきましては、特定無線

設備に、新たにＲｅｄＣａｐ、ｅＲｅｄＣａｐの規定を追加するもの。 

 以上が、本件の諮問に関するものでございます。 

 そのほか、技術基準適合証明のための特性試験の項目であるとか、無線局免

許手続規則、それから関連の告示につきまして、所要の規定の整備を行うこと

としております。 

 続きまして、９ページを御覧ください。本件の改正案に係る意見募集の結果、

提出された意見及び意見に対する考え方を、整理しているものでございます。

意見の提出件数につきましては、６件でございました。 
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 まず、この表の１番から４番につきましては、改正案に対する賛同の意見と

いうことで、提出されているものでございます。また、５番と６番につきまし

ては、省令等の改正案の記載内容についての御意見ということで、こちらにつ

きましては、御意見を踏まえて改正案に所要の技術的な修正を加えたところで

ございます。 

 １０ページの７番の意見がございますけれども、こちらにつきましては、本

件の意見募集の対象外として整理をしてございます。 

 １１ページ以降は、参照条文、諮問書、それから改正案をお付けしておりま

すが、この場での詳細の御説明は、省略をさせていただければと存じます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどを、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に

関しまして、御質問、御意見等をよろしくお願いいたします。これも順番にお

伺いしていきます。大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。適切な改正内容だと思います。同意いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。私も同意いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。西村委員、いかがでしょうか。 

○西村委員 妥当な改正内容と考えております。 

 以上でございます。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も今回の改正案に賛同いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 私も、この意見に賛同したします。 

 １件だけ、質問をさせていただきます。この技術概要のところで、帯域を減
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らしたり、間隔を伸ばしたりとあるんですけども、送信電力を減らすというこ

とはどこにも書いていないんですね。 

○小川移動通信課長 送信電力につきましては、技術的な仕様、７ページにも

記載しておりますけれども、最大の空中線電力につきましては、従来の端末の

範囲内ということにしておりまして、これにつきましては、具体的なユースケ

ースを踏まえて、各端末によって設定されるべきものと考えております。 

○笹瀬会長 分かりました。どうもありがとうございました。 

 その他、御質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第１４号は諮問のとおり改正することが適当であるという旨

の答申を行います。どうもありがとうございました。 

○小川移動通信課長 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、次に有効利用評価部会の報告に入りますので、出席さ

れない委員の方は御退室をよろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員（一部）退室） 

 

報告事項（有効利用評価部会） 

 

有効利用評価部会の活動状況 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。 

 報告事項、有効利用評価部会の活動状況につきまして、西村部会長から、御

説明をよろしくお願いいたします。 

○西村委員 承知いたしました。部会長の西村でございます。それでは、報告

資料に基づきまして、部会の活動状況を御報告申し上げます。 
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 前回の３月期の電波監理審議会以降、部会につきましては２回開催しており

ます。今、御覧いただいております資料の上段にございます、３月２１日に開

催いたしました、第４３回会合における主な概要としましては、（１）から（５）

までの５点になります。 

 （１）につきましては、部会長の選任及び部会長代理の指名を行いまして、

私が部会長、また改めてとなりますが、笹瀬会長が部会長代理に就任いたしま

したことを、御報告申し上げます。 

 続いて（２）から（４）は、３月期の電波監理審議会において報告が行われ

た内容と同様でございます。（２）は、令和６年度の電波の利用状況調査のうち、

各種無線システム、７１４ＭＨｚ以下の周波数帯、（３）については、公共業務

用無線局に係る調査結果、そして、（４）は、電波法及び放送法の一部を改正す

る法律案につきまして、それぞれ総務省から報告があったものでございます。

最後の（５）につきましては、当面の有効利用評価の進め方について、議論を

行っております。 

 次に資料の中段にございます、４月３日に開催いたしました、第４４回会合

における主な概要は、２点でございました。 

 （１）として、衛星ダイレクト通信システムに関する令和７年度の調査方法

について、総務省から報告がございました。これは、令和６年度の携帯電話及

び全国ＢＷＡに係る評価結果の今後の検討課題におきまして、総務省に対し、

衛星ダイレクト通信に係る利用状況は、従前の地上系とは別に調査結果の報告

を要請していた点に対応するものでございます。総務省からは、衛星ダイレク

ト通信のエリアカバーの範囲など、地上系とは別に調査を実施し、報告を行う

とのことでございました。 

 続きまして、（２）は、７１４ＭＨｚ以下の周波数帯のうち重点調査としまし

て、都道府県防災行政無線の調査結果について、総務省から詳細報告を受けて
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おります。 

 最後に、今後の当面の予定でございます。引き続き、総務省から７１４ＭＨ

ｚ以下の周波数帯においては、周波数区分ごとなどの調査結果、また、公共業

務用無線局の調査結果の詳細報告を受けつつ、評価結果（案）の検討を、今後

は進めていく予定でございます。 

 部会からの報告は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 西村部会長、どうもありがとうございました。ただいまの御説明

に関しまして、御質問、御意見をよろしくお願いします。大久保会長代理、い

かがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。西村先生、それから、笹瀬先生をはじめ各先生方

には、大変お忙しい中、評価部会の検討を進めていただきまして大変感謝をし

ております。引き続き、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 長田です。部会の先生方には、皆さん丁寧に御議論いただいてい

て、本当に感謝しています。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 私も部会の活動が適切に、着実に行われているものと見ておりま

す。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 私からも、西村部会長、どうもありがとうございます。大変だと思いますけ

ど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ほかに追加の御意見、御質問はございませんでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、以上で報告事項を終わります。どうもありがとうございました。 
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 それでは、総合通信基盤局の職員の方に御退室をよろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○笹瀬会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、本日はこれにて終了いたします。 

 答申書につきましては、所定の手続により、事務局から総務大臣宛に御提出

をよろしくお願いします。 

 次回の定例会の開催は、令和７年５月２６日、月曜日の１０時からウェブに

よる開催を予定しております。 

 それでは、本日の審議会はこれにて閉会いたします。どうもありがとうござ

いました。 


